
第 4 回長生郡市 市町村長・議会議長合同会議 

第１回長生郡市合併協議準備会 

 

日 時 平成 18 年 11 月 2 日午後３時 

 

                  場 所 長 生 広 域 組 合 管 理 棟 

 

会 議 次 第 

 

１. 開  会 

 

２. あ い さ つ 

 

３. 議  題 

 

  【第 4回合同会議】 

 

   （１）長生郡市合併協議準備会の設置について（会則制定） 

 

  【第１回準備会】 

 

   （１）役員選出 

 

   （２）｢(仮称)合併基本構想素案｣について 

 

   （３）そ の 他     

 

 

４. 閉  会 

 



長生郡市合併協議準備会会則 

 

 

（設置及び目的） 

第１条 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町及び長南町（以下

「７市町村」という。）は、長生郡市一体の合併に向けた合併協議推進に関す

る準備等を行うため、本会を置く。 

（名称） 

第２条 本会の名称は、長生郡市合併協議準備会（以下「準備会」という。）と

する。 

（基本方針） 

第３条 準備会の基本方針は次のとおりとする。 

（１）前回の合併協議会における合意事項は基本的に生かす。 

（２）前回の合併協議における協議難航事項を調整し、法定協議会等設置後の

協議の円滑を図る。 

（３）各市町村における行財政改革について、認識の共有を図ることで、合併

の障害をなくしておく。 

（所掌事務） 

第４条 準備会は、次に掲げる事項を行う。 

（１）合併に関する主な協議項目の調整 

（２）（仮称）合併基本構想素案の作成 

（３）法定協議会等の設置準備 

（４）その他、合併協議の推進に必要な事項 

（組織） 

第５条 準備会は、７市町村の長及び議会議長をもって組織する。 

２ 準備会に千葉県総務部市町村課市町村合併担当課長を助言者として置く。 

（役員） 

第６条 準備会に次の役員を置く 

（１）会長 １名 

（２）副会長 １名 

２ 前項に規定する役員は、互選によって選出する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は、準備会の目的を達成するまでとする。 

２ 任期中に役員が欠けた場合は、前条第２項の規定により再度役員を選出す

る。 



（役員の職務） 

第８条 会長は、準備会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第９条 準備会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集す

る。 

２ 会議の議長は、会長がこれにあたる。 

（市町村長、議会議長及び助言者以外の者の出席） 

第１０条 会長は、必要に応じて７市町村の長、議会議長及び助言者以外の者

の出席を求めることができる。 

（幹事会） 

第１１条 準備会に提案する事項について、協議又は調整するため、準備会に

幹事会を置く。 

２ 幹事は７市町村の長が指定した者をもって充てる。 

（事務処理） 

第１２条 準備会の事務処理は、７市町村及び千葉県が共同で行う。 

２ 会議の日程調整等、会の運営に必要な庶務は、会長市町村において行う。 

（補則） 

第１３条 この会則に定めるもののほか、準備会に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 

 

   附則 

 この会則は、平成１８年１１月 ２日から施行する。 

 



第１回 長生郡市合併協議準備会 議題 
 
 
 
議題（１）役員選出について 
 
 
 

会 長   一宮町長  近藤 直      
 
 
 
    副会長   長南町長  藤見 昌弘     



議題（２）「（仮称）合併基本構想素案」について 

 

準備会においては、主な協議項目について調整協議し「（仮称）合

併基本構想素案」として取りまとめ、住民に合併後新市の姿の骨格

をわかりやすく示すこととし、その内容は、おおむね以下のとおり

とする。 

・基本的調整方針（協議の前提となる長生郡市合併の理念） 

・合併方式と新市名 

・事務所の位置、支所の設置形態 

・合併期日 

・議員、農業委員の特例の有無、定数 

・特別職、一般職の報酬・給与水準 

・合併効果 




